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いじめ重大事態について  

潮見が丘小学校  

いじめ防止対策推進法 28 条（学校の設置者又はその設置する学校による対処）  

 

学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態に対処

し、及び当該重大事態と同様の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該

学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問表の使用その他の適

切な方法により当該重大事態にかかる事実関係を明確にするための調査を行う

ものとする。  

1. いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害

が生じた疑いがあると認めるとき。  

2. いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを

余儀なくされている疑いがあると認めるとき。  

上記の 2 つを「重大事態」と捉えます。  

「公立の学校」において、重大事態が発生した場合は、学校は当該地方公共団

体の教育委員会を通じて、重大事態が発生した旨を当該地方公共団体の長に報告

することが義務付けられています。（30 条）  

重大事態の調査  

重大事態についての調査に関しては、28 条にあるように「学校の設置者または

その設置する学校」のどちらかが行うこととなりますが、「速やかに、当該学校

の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け」とされており、学校の場合に

は 22 条で置くこととされている「学校におけるいじめの防止等の対策のための

組織」を母体として、心理、福祉等に関する専門家に、弁護士や精神科医等を加

えるなどして、調査の公平性・中立性を保ちつつ、迅速な対応を図ることが重要

です。  

この調査の結果を、地方公共団体の長に報告することとなりますが、30 条の 2

項では、次のように定められています。  
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いじめ防止対策推進法 30 条（公立の学校に係る対処）  

2. 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事

態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると

認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第 28 条第 1 項

の規定による調査の結果について調査を行うことができる。  

3. 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議

会に報告しなければならない。  

 

これらの調査が、たとえ学校にとって不都合なものであったとしても、客観的

に明らかにされた事実に向き合い、調査結果を重んじ、学校として「主体的」に

再発防止に取り組んでいかなければなりません。  

法律の制定やいじめ防止基本方針を策定したからといっていじめがなくなるわ

けではなく、どの子どもにも、どの学校でも起こりうるものとして危機感を持っ

て、防止に取り組んでいかなければなりません。  

 

いじめ重大事態に備えて  

（基本的姿勢）  

⚫ 学校の設置者及び学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者（以下「被

害児童生徒・保護者」という。）のいじめの事実関係を明らかにしたい、何が

あったのかを知りたいという切実な思いを理解し、対応に当たること。  

⚫ 学校の設置者及び学校として、自らの対応にたとえ不都合なことがあったと

しても、全てを明らかにして自らの対応を真摯に見つめ直し、被害児童生徒・

保護者に対して調査の結果について適切に説明を行うこと。  

⚫ 重大事態の調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直

接の目的とするものではなく、いじめの事実の全容解明、当該いじめの事案

への対処及び同種の事案の再発防止が目的であることを認識すること。学校

の設置者及び学校として、調査により改善点を全て出し切り、いじめの防止
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等の体制を見直す姿勢をもつことが、今後の再発防止に向けた第一歩となる。 

⚫ 学校の設置者及び学校は、詳細な調査を行わなければ、事案の全容は分から

ないということを第一に認識し、軽々に「いじめはなかった」、「学校に責任

はない」という判断をしないこと。状況を把握できていない中で断片的な情

報を発信すると、それが一人歩きしてしまうことに注意すること。また、被

害者である児童生徒やその家庭に問題があったと発言するなど、被害児童生

徒・保護者の心情を害することは厳に慎むこと。  

 

第三者委員会の設置  

設置者が調査主体となる場合、外部の第三者を構成員とした組織により、速やか

に調査に着手できるよう、平時からの設置を。  

 

【調査組織】  

公平性・中立性が確保された組織が客観的な事実認定を行うことができるよう構

成すること。このため、弁護士、精神科医、学識経験者、心理・福祉の専門家等

の専門的知識及び経験を有するものであって、当該いじめの事案の関係者と直接

の人間関係又は特別の利害関係を有しない者（第三者）について、職能団体や大

学、学会からの推薦等により参加を図るよう努めるものとする。  

 

【調査結果を設置者（教育委員会等）を通じて地方公共団体の長等に報告（法に

基づく義務）】  

 

【公立学校の場合：教育委員会会議に報告】  

事務局のみで対処方針を決定するのではなく、教育委員会会議における十分な

協議を経ること。  

また、総合教育会議の招集を求めることも必要に応じて検討すること。  
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【被害者・保護者に対する調査方針の説明等】  

調査を開始する前に、被害者・保護者に対して丁寧に説明を行うことで、被害

者等の意向を踏まえた調査が行われることを担保  

［説明事項］  

①調査の目的・目標、②調査主体（組織の構成、人選）、③調査時期・期間  

（スケジュール、定期報告）、④調査事項・調査対象、⑤調査方法、⑥調査結果  

の提供  

特に、⑥の調査結果の提供の方法については、どのような情報を、どのような

形式で被害者・保護者に提供するのかを説明しておく（個人情報については、個

人情報保護条例等により、提供できない場合があることなど）。  

 

【調査結果の説明・公表／個人情報の保護】  

○調査結果の報告に際しての注意点を明記  

⚫ 公立学校の場合は、教育委員会会議において議題として取り扱い、総合教育

会議において議題として取り扱うことも検討すること。  

⚫ 被害児童生徒・保護者は、調査結果に係る所見をまとめた文書を、地方公共

団体の長に対する報告に添えることができること。  

⚫ 調査結果を公表する場合、公表の仕方及び公表内容を被害児童生徒・保護者

と確認すること。  

⚫ 学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に説明した方針に沿って、

加害児童生徒及びその保護者に対していじめの事実関係について説明を行う

こと。  

 


